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〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

発行所　　京 都 府
政 策 法 務 課
電  話 （075） 414-4037

〒602-8048 京都市上京区下立売通小川東入　　　　

印刷所　　中 西 印 刷 株 式 会 社
電  話 （075） 441-3155

　規　　　　則　

　次に掲げる規則をここに公布する。

　京都府組織規程及び京都府広域振興局の長等に権限を
委任する規則の一部を改正する規則
　京都府保健所長に権限を委任する規則の一部を改正す
る規則
　京都府労働委員会事務局組織規則の一部を改正する規
則

　　令和６年４月１日
　　　　京都府知事　西　脇　　隆　俊

京都府規則第30号

京都府組織規程及び京都府広域振興局の長等に権
限を委任する規則の一部を改正する規則

（京都府組織規程の一部改正）
第１条　京都府組織規程（昭和30年京都府規則第32号）

の一部を次のように改正する。
　　目次中「第62条の３」を「第62条の４」に改める。
　　第13条第１項の表専門幹の項の次に次のように加え

る。

事務指導員 室、課又は部 上司の命を受けて担任の
事務を処理する。

　　第13条第２項中「、文化施設政策監及び文化施設政
策監付企画調整理事」を「及び文化施設政策監」に改
め、同条第３項中「、文化施設政策監付企画調整理事
は命を受けて専門的な企画調整及び特命事務に関する
事務を」を削り、同条中第17項を第21項とし、同条第
16項中「及び第14項」を「、第14項、第16項及び第18
項」に改め、同条中同項を第20項とし、第15項を第19
項とし、同条第14項中「及び第12項」を「、第12項、
第14項及び第16項」に改め、同条中同項を第18項とし、
第13項を第15項とし、同項の次に次の２項を加える。

　16　第１項、第２項、第４項、第６項、第８項、第10

規　　　　　則

○京都府組織規程及び京都府広域振興局の
長等に権限を委任する規則の一部を改正
する規則　 （人事課）    1

○京都府保健所長に権限を委任する規則の
一部を改正する規則　 （健康対策課）    4

○京都府労働委員会事務局組織規則の一部
を改正する規則　 （労働政策室）    5

訓　　　　　令

○部課長専行規程及び京都府地方機関処務
規程の一部を改正する訓令　 （人事課）   〃

○副部長及び技監の掌理する事務を定める
訓令　 （人事課）   10

○京都府高齢化対策推進本部規程の一部を
改正する訓令　 （高齢者支援課）   11

告　　　　　示

○地方自治法第171条第４項の規定により
会計管理者が出納員に事務を委任した告
示等の一部改正　 （会計課）   〃

府　　議　　会

○京都府議会事務局規程の一部を改正する訓令　   11

公　営　企　業

○京都府公営企業の組織等に関する規程等の一部を
改正する規程　   〃

教 育 委 員 会

○京都府教育委員会基本規則の一部を改正する規則   63

人 事 委 員 会

○職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正す
る規則　   〃

○職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する
規則　   〃

○職員の公益的法人等への派遣等に関する規則の一
部を改正する規則　   64
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　　第38条中「こども・青少年総合対策室」を「こども
・子育て総合支援室」に、「家庭支援課」を「家庭・
青少年支援課」に改める。

　　第38条の２（見出しを含む。）中「こども・青少年
総合対策室」を「こども・子育て総合支援室」に改め、
同条第１号中「及び青少年対策」を削り、同条第９号
から第11号までを削る。

　　第38条の９（見出しを含む。）中「家庭支援課」を「家
庭・青少年支援課」に改め、同条中第11号を第14号と
し、第７号から第10号までを３号ずつ繰り下げ、第６
号の次に次の３号を加える。

　　⑺　青少年活動の推進に関すること。
　　⑻　青少年の健全育成に関すること。
　　⑼　京都府立青少年海洋センターに関すること。
　　第39条中「ものづくり振興課」を「産業振興課」に

改める。
　　第40条の４（見出しを含む。）中「ものづくり振興課」

を「産業振興課」に改める。
　　第49条中第９号を削り、第10号を第９号とし、第11

号を第10号とし、第12号を第11号とし、同号の次に次
の１号を加える。

　　⑿　林業金融に関すること。
　　　　　　

「公営企画課　　　
「公営企業経営課

　　第51条中
　水環境対策課」

を　水道政策課　　　に
　　　　　　　　　　　　　　　　下水道政策課　」
　改める。
　　第62条の３（見出しを含む。）中「水環境対策課」を「下

水道政策課」に改め、第２章第10節中同条を第62条の
４とする。

　　第62条の２（見出しを含む。）中「公営企画課」を「水
道政策課」に改め、同条を第62条の３とし、第62条の
次に次の１条を加える。

　（公営企業経営課の事務）
　第62条の２　公営企業経営課においては、上下水道施

策の企画及び総合調整に関する事務をつかさどる。
　　第65条第２号の表京都府少子化対策審議会の項及び

京都府子育て支援審議会の項を削る。
　　第68条の表専門幹の項の次に次のように加える。

事務指導員 第１種地方機関上司の命を受けて担任の
事務を処理する。

　　第72条の５第１項の表の９の項中「こども・青少年
総合対策室又は家庭支援課」を「家庭・青少年支援課」
に改め、同表の23の項、25の項及び29の項中「ものづ
くり振興課」を「産業振興課」に改める。

　　第78条の２第１項第11号から第13号までを次のよう
に改める。

　　⑾　性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性
その他の様々な事情により日常生活又は社会生活
を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性（その
おそれのある女性を含む。以下この項において
「困難な問題を抱える女性」という。）に関する

項、第12項及び第14項に規定する職のほか、危機管
理監付事務指導員、文化施設政策監付事務指導員、
危機管理監付技術指導員及び文化施設政策監付技術
指導員を置くことがある。

　17　危機管理監付事務指導員及び文化施設政策監付事
務指導員は上司の命を受けて担任の事務を、危機管
理監付技術指導員及び文化施設政策監付技術指導員
は上司の命を受けて技術に関する担任の事務を処理
する。

　　第13条第12項中「及び第10項」を「、第10項及び第
12項」に改め、同条中同項を第14項とし、第11項を第
13項とし、同条第10項中「及び第８項」を「、第８項
及び第10項」に改め、同条中同項を第12項とし、第９
項を第11項とし、同条第８項中「及び第６項」を「、
第６項及び第８項」に改め、同項を同条第10項とし、
同条第７項中「調整を」の右に「、文化施設政策監付
企画参事は上司の命を受けて文化施設政策監の所掌す
る事務の企画立案、推進及び調整を」を加え、同項を
同条第９項とし、同条第６項中「及び第４項」を「、
第４項及び第６項」に改め、「危機管理監付企画参事」
の右に「、文化施設政策監付企画参事」を加え、同条
中同項を第８項とし、第５項を第７項とし、同条第４
項中「及び第２項」を「、第２項及び第４項」に改め、
同条中同項を第６項とし、第３項の次に次の２項を加
える。

　４　第１項及び第２項に規定する職のほか、副危機管
理監を置くことがある。

　５　副危機管理監は、命を受けて危機管理監の所掌す
る事務の一部の事務を掌理し、その事務につき関係
の職員を指揮監督する。

　　第20条の２中第３号を削り、第４号を第３号とし、
第５号から第８号までを１号ずつ繰り上げる。

　　
第26条中「政策環境総務課」を

「政策環境総務課
　　　　　　　　　　　　　　　　 万博・地域交流課」
　に改める。
　　第29条の次に次の１条を加える。
　（万博・地域交流課の事務）
　第29条の２　万博・地域交流課においては、2025年大

阪・関西万博の開催に伴う企画、総合調整及び地域
の活性化に関する事務をつかさどる。

　　第31条を次のように改める。
　（デジタル政策推進課の事務）
　第31条　デジタル政策推進課においては、次の事務を

つかさどる。
　　⑴　デジタル社会の形成に関する施策の企画、総合

調整及び推進に関すること（他課の主管に属する
ものを除く。）。

　　⑵　行政事務の合理化及び業務改革に関すること
（他課の主管に属するものを除く。）。

　　第37条の４中第10号を第11号とし、第６号から第９
号までを１号ずつ繰り下げ、第５号の次に次の１号を
加える。

　　⑹　自転車競技事務所に関すること。
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　を
「

京都府立京都学
・歴彩館

企画総務課 保安長

京都府立植物園 必要があるときは、理事
」

　に改め、同条中同項を第13項とし、第11項を第12項と
し、第10項を第11項とし、第９項の次に次の１項を加
える。

　10　第３種地方機関に事務指導員を置くことがある。
　　第106条を削り、第105条を第106条とし、第５章第
３節第２款中同条の前に次の１条を加える。

　（京都府立京都学・歴彩館）
　第105条　京都府立京都学・歴彩館（以下「歴彩館」

という。）は、府民に京都の文化、歴史等に関する
学習及び交流の場を提供するとともに、京都に関す
る資料等を収集し、保存し、及び公開することによ
り、京都における文化の発展及び学術の振興に資す
ることを目的とする。

　２　歴彩館は、京都市左京区下鴨半木町１番地29に置
く。

　３　歴彩館に、次の課を置く。
　　　企画総務課
　　　資料課
　　　京都学推進課
　　第108条を次のように改める。
　第108条　削除
（京都府広域振興局の長等に権限を委任する規則の一部
改正）
第２条　京都府広域振興局の長等に権限を委任する規則

（昭和31年京都府規則第７号）の一部を次のように改
正する。

　　第２条第２項第41号中「及び健康保険法等の一部を
改正する法律（平成18年法律第83号）附則第130条の
２第１項の規定によりなおその効力を有することとさ
れる同法第26条の規定による改正前の法（以下この号
において「旧法」という。）」を削り、ヌ及びネを削り、
同条第６項中「第161条」を「第160条第１項」に改め、
同条第11項第５号エを削り、同号ウ中「第９条第１項」
を「第10条第１項」に改め、同号中ウをエとし、イの
次に次のように加える。

　　　ウ　法第８条の規定による業務規程の変更の届出
の受理

　　第２条第11項第５号オ中「第24条第１項」を「第29
条第１項」に改め、同号中オをキとし、エの次に次の
ように加える。

　　　オ　法第19条の規定による事故の届出の受理
　　　カ　法第22条の規定による利用者の安全及び利益

に関する情報の公表
　　第２条第14項第８号を次のように改める。
　　⑻　電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成

７年法律第39号。以下この号において「法」とい

各般の問題について、困難な問題を抱える女性の
立場に立って相談に応じること。

　　⑿　困難な問題を抱える女性及びその同伴する家族
の緊急時における安全の確保及び一時保護を行う
こと。

　　⒀　困難な問題を抱える女性の心身の健康の回復を
図るため、医学的又は心理学的な援助その他の必
要な援助を行うこと。

　　第78条の２第１項第14号中「要保護女子」を「困難
な問題を抱える女性」に改め、同条第２項中「売春防
止法（昭和31年法律第118号）第34条」を「困難な問
題を抱える女性への支援に関する法律（令和４年法律
第52号）第９条」に、「婦人相談所」を「女性相談支
援センター」に改め、同条第４項中「売春防止法第36
条」を「困難な問題を抱える女性への支援に関する法
律第12条」に、「婦人保護施設」を「女性自立支援施設」
に改める。

　　第80条の４第１項第３号中「特定計量器」を「特定
計量器等」に、「販売」を「販売等」に改め、同項第
８号中「指定計量証明検査機関」を「計量証明検査及
び指定計量証明検査機関」に改める。

　　第88条第２項用地課の項に次の１号を加える。
　　⑷　地籍調査に関すること。
　　第91条第20項中「第11項まで、第14項、第16項及び

第18項」を「第12項まで、第15項、第17項及び第19項」
に改め、同条中同項を第21項とし、第19項を第20項と
し、同条第18項中「第11項まで、第14項及び第16項」
を「第12項まで、第15項及び第17項」に改め、同条中
同項を第19項とし、第17項を第18項とし、同条第16項
中「第11項」を「第12項」に、「第14項」を「第15項」
に改め、同条中同項を第17項とし、第15項を第16項と
し、同条第14項中「第11項」を「第12項」に改め、同
項を同条第15項とし、同条第13項中「第10項」を「第
11項」に改め、同条中同項を第14項とし、第10項から
第12項までを１項ずつ繰り下げ、第９項の次に次の１
項を加える。

　10　第２種地方機関に事務指導員を置くことがある。
　　第103条中第３号を削り、第２号を第３号とし、第
１号を第２号とし、同条に第１号として次の１号を加
える。

　　⑴　京都府立京都学・歴彩館
　　第104条第16項中「第10項まで、第12項及び第14項」

を「第11項まで、第13項及び第15項」に改め、同条中
同項を第17項とし、第15項を第16項とし、同条第14項
中「第10項」を「第11項」に、「第12項」を「第13項」
に改め、同条中同項を第15項とし、第13項を第14項と
し、同条第12項中「第10項」を「第11項」に改め、同
項の表中
「

京都府立植物園 必要があるときは、理事

京都府立京都学
・歴彩館

企画総務課 保安長

」
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は報告を受理すること。
　別表の３の表感染症の予防及び感染症の患者に対する
医療に関する法律（平成10年法律第114号）の項中�を
�とし、同項の�中「第44条の３の３及び第50条の４」
を「第44条の３の６及び第50条の７」に改め、同項中�
を�とし、同項の�中「第44条の３第７項」を「第44条
の３第10項（第50条の２第４項において準用する場合を
含む。）」に改め、同項中�を�とし、㊿を�とし、その
次に次のように加える。
　�　第44条の３第１項及び第２項並びに第50条の２第
１項及び第２項の規定により報告又は協力を求める
こと。

　�　第44条の３第６項（第50条の２第４項において準
用する場合を含む。）の規定による報告を受けること。

　別表の３の表感染症の予防及び感染症の患者に対する
医療に関する法律（平成10年法律第114号）の項の㊾中「第
38条第９項」を「第38条第11項」に改め、同項中㊾を�
とし、同項の㊽中「第38条第８項」を「第38条第10項」
に改め、同項中㊽を�とし、同項の㊼中「第38条第７項」
を「第38条第９項」に改め、同項中㊼を�とし、㊱から
㊻までを㊵から㊿までとし、同項の㉟中「又は」を削り、
「指示する」を「指示し、又は職員に駆除させる」に改
め、同項中㉟を㊳とし、同項の㉞中「又は」を削り、「指
示する」を「指示し、又は職員に消毒させる」に改め、
同項中㉞を㊲とし、㉝を㊱とし、㉜を㉟とし、同項の㉛
中「第44条の３の２第６項及び第50条の３第６項」を「第
44条の３の５第６項及び第50条の６第６項」に改め、同
項中㉛を㉞とし、同項の㉚中「第44条の３の２第６項及
び第50条の３第６項」を「第44条の３の５第６項及び第
50条の６第６項」に改め、同項中㉚を㉝とし、㉙を㉜と
し、㉘を㉙とし、その次に次のように加える。
　㉚　第22条第２項（第26条において準用する場合を含

む。）及び第56条第１項の規定による確認の通知を
受理すること。

　㉛　第22条第３項（第26条において準用する場合を含
む。）及び第48条第３項の規定による退院の請求を
受理すること。

　別表の３の表感染症の予防及び感染症の患者に対する
医療に関する法律（平成10年法律第114号）の項中㉗を
㉘とし、㉖を㉗とし、㉕の次に次のように加える。
　㉖　第20条第７項（第26条において準用する場合を含

む。）及び第46条第６項の規定による証拠の提出を
受理すること。

　別表の３の表感染症の予防及び感染症の患者に対する
医療に関する法律（平成10年法律第114号）の項の次に
次のように加える。

感染症の予防及
び感染症の患者
に対する医療に
関する法律施行
規則（平成10年
厚生省令第99号）

⑴　第20条の３第３項の規定により患者票
を交付すること。

⑵　第20条の３第５項の規定により病院又
は診療所の変更の届出を受理すること。

⑶　第20条の３第６項の規定により患者票
の返納を受理すること。

う。）の定めるところにより行う次に掲げる事務
　　　ア　法第10条の規定による占用の許可
　　　イ　法第11条第１項の規定による占用の許可
　　　ウ　法第12条第１項の規定による変更の許可
　　　エ　法第14条第２項の規定による届出の受理
　　　オ　法第15条第１項の規定による権利の譲渡の承

認
　　　カ　法第21条の規定による占用等の協議
　　第２条第14項第34号に次のように加える。
　　　オ　法第71条の規定による宅地建物取引業者に対

する指導、助言及び勧告

　　　附　則

（施行期日）
１　この規則は、公布の日から施行する。
（京都府会計規則の一部改正）
２　京都府会計規則（昭和52年京都府規則第６号）の一

部を次のように改正する。
　　別表健康福祉部家庭支援課の項中

「
健康福祉部家庭支援課 家庭支援課長

」
　を

「
健康福祉部家庭・青少年支援
課

家庭・青少年支援課長

」
　に改め、同表京都府立京都学・歴彩館の項を削り、同

表京都府農林水産技術センターの項の次に次のように
加える。

京都府立京都学・歴彩館 企画総務課長

（母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則の一部改正）
３　母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則（昭和57年

京都府規則第14号）の一部を次のように改正する。
　　別記第９号様式の注の１、３及び６中「家庭支援課」

を「家庭・青少年支援課」に改める。

京都府規則第31号

京都府保健所長に権限を委任する規則の一部を改
正する規則

　京都府保健所長に権限を委任する規則（昭和55年京都
府規則第21号）の一部を次のように改正する。
　別表の３の表感染症の予防及び感染症の患者に対する
医療に関する法律（平成10年法律第114号）の項中�を
�とし、�を�とし、その次に次のように加える。
　�　第50条の６第３項の規定により検体等の提出を受

理すること。
　�　第53条の７第１項（同条第２項において準用する

場合を含む。）の規定により受診者の数等の通報又
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を削り、同条第７項中「家庭支援課」を「家庭・青少
年支援課」に改める。

　　第20条第６項第６号中「漁港漁場整備法」を「漁港
及び漁場の整備等に関する法律」に改める。

　　第21条第９項中第６号を第７号とし、第５号を第６
号とし、同項第４号中「建築物のエネルギー消費性能
の向上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性
能の向上等に関する法律」に改め、同項中同号を第５
号とし、第１号から第３号までを１号ずつ繰り下げ、
同項に第１号として次の１号を加える。

　　　⑴　宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引業者
の免許（京都市（京都府乙訓土木事務所及び京
都府南丹土木事務所が所管する区域を除く。）
の区域に限る。）

　　第21条第12項中「水環境対策課」を「下水道政策課」
に、「流域別下水道総合計画」を「流域別下水道整備
総合計画」に改める。

（京都府地方機関処務規程の一部改正）
第２条　京都府地方機関処務規程（昭和30年京都府訓令

第23号）の一部を次のように改正する。
　　第３条第１号シ中リをロとし、タからラまでをテか

らレまでとし、ソの次に次のように加える。
　　　　タ　法第76条の５第１項及び第76条の13第１項

の規定による組織変更の認可
　　　　チ　法第76条の13第２項の規定による市町村長

の同意の徴集
　　　　ツ　法第76条の13第３項の規定による市町村長

への通知
　　第３条第１号ヒカ及びキ中「掲示」を「掲示等」に

改め、同号ヒセ中「第50条」を「第50条第１項」に、
「掲示」を「掲示等」に改める。

　　第３条中第14号及び第15号を削り、第13号を第15号
とし、第12号を第14号とし、第11号を第13号とし、第
10号を削り、第９号を第11号とし、同号の次に次の１
号を加える。

　　⑿　京都府職員福利厚生センターの長
　　　ア　センターの利用の承認及びその取消し
　　　イ　物品の貸付けの承認
　　　ウ　休館日及び利用時間の変更
　　　エ　利用料の徴収及びその減額
　　第３条中第８号を削り、第７号を第10号とし、第６

号を第９号とし、第５号を第６号とし、同号の次に次
の２号を加える。

　　⑺　京都府水産事務所の長
　　　ア　漁業法（昭和24年法律第267号）に基づく次

に掲げる事務
　　　　ア　漁業法第26条第１項の規定による漁獲量等

の報告の受理
　　　　イ　漁業法第26条第２項の規定による漁獲量等

の報告
　　　　ウ　漁業法第30条第１項の規定による漁獲量等

の報告の受理
　　　　エ　漁業法第30条第２項の規定による漁獲量等

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

京都府規則第32号

京都府労働委員会事務局組織規則の一部を改正す
る規則

　京都府労働委員会事務局組織規則（昭和28年京都府規
則第９号）の一部を次のように改正する。
　第16条を第17条とし、第13条から第15条までを１条ず
つ繰り下げ、第12条の次に次の１条を加える。
（事務指導員）
第13条　課に事務指導員を置くことがある。
２　事務指導員は、上司の命を受けて担任の事務を処理

する。

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

　訓　　　　令　

京都府訓令第５号

本　　庁　
地方機関　

　部課長専行規程及び京都府地方機関処務規程の一部を
改正する訓令を次のように定める。

　　令和６年４月１日
　　　　京都府知事　西　脇　　隆　俊

部課長専行規程及び京都府地方機関処務規程の一
部を改正する訓令

（部課長専行規程の一部改正）
第１条　部課長専行規程（昭和27年京都府訓令第18号）

の一部を次のように改正する。
　　第８条第21号中「（健康福祉部技監の専行に係る事

項を除く。）」を削る。
　　第８条の２を削る。
　　第10条第３号中「漁港漁場整備法（」を「漁港及び

漁場の整備等に関する法律（」に、「漁港漁場整備法
施行令」を「漁港及び漁場の整備等に関する法律施行
令」に改める。

　　第11条の３第２項中第16号を削り、第17号を第16号
とし、第18号を第17号とし、第19号を第18号とする。

　　第18条第１項中「こども・青少年総合対策室」を「こ
ども・子育て総合支援室」に改め、同条第３項第６号
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おいて準用する場合を含む。）の規定による
許可証の書換え交付及び再交付

　　　　タ　調整規則第30条第１項（調整規則第33条第
13項において準用する場合を含む。）の規定
により返納される許可証の受領

　　　　チ　調整規則第30条第２項（調整規則第33条第
13項において準用する場合を含む。）の規定
による届出の受理

　　　　ツ　調整規則第33条第１項の規定による採捕の
許可

　　　　テ　調整規則第33条第９項の規定による許可証
の交付

　　　　ト　調整規則第33条第11項の規定による証明し
た許可証の写しの交付

　　　　ナ　調整規則第33条第12項の規定により返納さ
れる許可証の写しの受領

　　　　ニ　調整規則第43条第１項の規定による採捕の
許可

　　　　ヌ　調整規則第43条第３項の規定による許可証
の交付

　　　　ネ　調整規則第43条第５項の規定による報告の
受理

　　　　ノ　調整規則第43条第６項の規定による変更の
許可

　　　　ハ　調整規則第43条第７項の規定において準用
する同条第３項の規定による許可証の書換え
交付

　　　エ　漁港及び漁場の整備等に関する法律（昭和25
年法律第137号）に基づく次に掲げる事務

　　　　ア　漁港及び漁場の整備等に関する法律第６条
第２項の規定による漁港の指定（２以上の市
町村の区域にわたる第１種漁港に係るものを
除く。）

　　　　イ　漁港及び漁場の整備等に関する法律第６条
第５項の規定による指定の内容の変更及び取
消し

　　　　ウ　漁港及び漁場の整備等に関する法律第６条
第７項の規定による報告

　　　　エ　漁港及び漁場の整備等に関する法律第24条
第１項後段の規定による許可

　　　　オ　漁港及び漁場の整備等に関する法律第25条
第１項第３号の規定による漁港管理者の指定

　　　　カ　漁港及び漁場の整備等に関する法律第37条
第１項の規定による許可

　　　　キ　漁港及び漁場の整備等に関する法律第37条
第２項の規定による命令

　　　　ク　漁港及び漁場の整備等に関する法律第38条
第１項の規定による認可

　　　　ケ　漁港及び漁場の整備等に関する法律第39条
の２の規定による許可の取消し等

　　　オ　漁船法（昭和25年法律第178号）に基づく次
に掲げる事務

　　　　ア　漁船法第４条の規定による動力漁船の建造

の報告
　　　　オ　漁業法第90条第１項の規定による資源管理

の状況等の報告の受理
　　　　カ　漁業法第122条の規定による漁場の標識の

建設等の命令
　　　イ　漁業法施行規則（令和２年農林水産省令第47

号）に基づく次に掲げる事務
　　　　ア　漁業法施行規則第42条第２項の規定による

採捕の許可
　　　　イ　漁業法施行規則第42条第６項の規定による

許可証の交付
　　　　ウ　漁業法施行規則第42条第７項の規定による

許可証の再交付
　　　　エ　漁業法施行規則第42条第９項の規定により

返納される許可証の受領
　　　　オ　漁業法施行規則第42条第10項の規定による

報告の受理
　　　ウ　京都府漁業調整規則（令和２年京都府規則第

54号。以下この号において「調整規則」という。）
に基づく次に掲げる事務（スからハまでに掲げ
る事務（ス、セ及びニからハまでに掲げる事務
にあつては、内水面における採捕の許可に係る
ものに限る。）にあつては、京都府中丹広域振
興局及び京都府丹後広域振興局の所管区域内の
採捕の許可に係るものに限る。）

　　　　ア　調整規則第４条第１項の規定による漁業の
許可

　　　　イ　調整規則第６条の規定による起業の認可
　　　　ウ　調整規則第７条第１項の規定による起業の

認可に基づく漁業の許可
　　　　エ　調整規則第11条第９項の規定による地位の

承継の届出の受理
　　　　オ　調整規則第14条第１項の規定による継続の

許可及び起業の認可
　　　　カ　調整規則第16条第１項の規定による変更の

許可
　　　　キ　調整規則第17条第２項の規定による地位の

承継の届出の受理
　　　　ク　調整規則第18条第２項の規定による廃止等

の届出の受理
　　　　ケ　調整規則第18条第３項後段の規定による廃

止の届出の受理
　　　　コ　調整規則第19条の規定による届出の受理
　　　　サ　調整規則第21条第１項の規定による報告の

受理
　　　　シ　調整規則第24条の規定による許可証の公布
　　　　ス　調整規則第25条第２項（調整規則第43条第

８項において準用する場合を含む。）の規定
による証明した許可証の写しの交付

　　　　セ　調整規則第25条第３項（調整規則第43条第
８項において準用する場合を含む。）の規定
により返納される許可証の写しの受領

　　　　ソ　調整規則第29条（調整規則第33条第13項に
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　　　ケ　漁業災害補償法（昭和39年法律第158号）に
基づく次に掲げる事務

　　　　ア　漁業災害補償法第105条第１項第１号ロ及
び第２号ロ、第118条第１項並びに第125条の
３第１項第２号の規定による加入区の設定

　　　　イ　漁業災害補償法第105条の２第３項（同法
第108条第５項及び第125条の６において準用
する場合を含む。）の規定による義務加入発
起人届及び義務付保同意書の受理

　　　　ウ　漁業災害補償法第105条の２第４項（同法
第108条第５項及び第125条の６において準用
する場合を含む。）の規定による共済契約締
結の同意の認定

　　　コ　沿岸漁業改善資金助成法（昭和54年法律第25
号）第３条第１項の貸付けに係る借入辞退届及
び事業実施報告書の受理

　　　サ　遊漁船業の適正化に関する法律（昭和63年法
律第99号。以下この号において「遊漁船業適正
化法」という。）に基づく次に掲げる事項

　　　　ア　遊漁船業適正化法第３条第１項の規定によ
る遊漁船業者の登録

　　　　イ　遊漁船業適正化法第７条の規定による遊漁
船業者の変更の届出の記載

　　　　ウ　遊漁船業適正化法第11条の規定による遊漁
船業者の登録の抹消

　　　　エ　遊漁船業適正化法第20条の規定による業務
改善命令

　　　　オ　遊漁船業適正化法第21条第１項の規定によ
る登録の取消し及び事業停止命令

　　　　カ　遊漁船業適正化法第24条の規定による遊漁
船業団体の指定

　　　　キ　遊漁船業適正化法第26条の規定による遊漁
船業団体への業務改善命令

　　　　ク　遊漁船業適正化法第27条の規定による遊漁
船業団体の指定の取消し

　　　　ケ　遊漁船業適正化法第28条第３項の規定によ
る協議を行う旨の通知

　　　シ　特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関
する法律（令和２年法律第79号。以下この号に
おいて「水産流通適正化法」という。）及び特
定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する
法律第13条第２項の規定により都道府県が処理
する事務に関する政令（令和４年政令第18号）
に基づく次に掲げる事務（オからキまでに掲げ
る事務にあつては、届出採捕者に係るものに限
る。）

　　　　ア　水産流通適正化法第３条第１項の規定によ
る届出の受理

　　　　イ　水産流通適正化法第３条第２項の規定によ
る通知

　　　　ウ　水産流通適正化法第３条第３項の規定によ
る変更の届出の受理

　　　　エ　水産流通適正化法第７条第１項の規定によ

等の許可等
　　　　イ　漁船法第６条第２項の規定による許可の期

間の延長
　　　　ウ　漁船法第７条第１項の規定による許可の取

消し
　　　　エ　漁船法第８条の規定による動力漁船の認定
　　　　オ　漁船法第10条第１項の規定による漁船の登

録
　　　　カ　漁船法第12条第１項及び第３項の規定によ

る登録票の交付
　　　　キ　漁船法第13条の規定による漁船及び登録票

の検認
　　　　ク　漁船法第17条第３項の規定による変更の登

録及び登録票の書換え交付
　　　　ケ　漁船法第19条の規定による登録の取消し
　　　　コ　漁船法第20条第１項の規定により返納され

る登録票の受領
　　　　サ　漁船法第21条の規定による謄本の交付
　　　　シ　漁船法第36条の規定による報告の受理
　　　　ス　漁船法第50条第１項から第３項までの規定

による立入検査
　　　カ　公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭

和26年法律第97号）に基づく次に掲げる事務
　　　　ア　公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第

９条第１項の規定による漁港災害復旧事業の
検査等

　　　　イ　公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第
12条第１項第３号に掲げる災害復旧事業の成
功認定に関する検査（本庁で特に検査員を派
遣する場合を除く。）及び成功認定

　　　キ　漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）及
び漁船損害等補償法施行令（昭和27年政令第68
号）に基づく次に掲げる事務

　　　　ア　漁船損害等補償法第112条第１項、第３項
及び第４項の規定による加入区の指定及び変
更

　　　　イ　漁船損害等補償法第112条の２第２項の規
定による義務加入発起人届及び義務付保同意
書の受理

　　　　ウ　漁船損害等補償法第112条の２第３項の規
定による付保義務の発生のための同意の認定

　　　　エ　漁船損害等補償法施行令第５条第１項の規
定による届出の受理

　　　　オ　漁船損害等補償法施行令第５条第３項の規
定による指定漁船調書の縦覧

　　　　カ　漁船損害等補償法施行令第７条第１項の規
定による訂正の承認

　　　　キ　漁船損害等補償法施行令第７条第２項の規
定による訂正の命令

　　　ク　海岸法（昭和31年法律第101号）第７条第１
項又は第８条第１項の規定により漁港管理者と
して管理を行う海岸保全区域内の占用及び行為
の許可
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受領
　　　ウ　食料システム法に基づく次に掲げる事項（林

業に係るものに限る。）
　　　　ア　食料システム法第19条第１項の規定による

環境負荷低減事業活動実施計画の認定
　　　　イ　食料システム法第20条第１項の規定による

環境負荷低減事業活動実施計画の変更の認定
　　　　ウ　食料システム法第20条第２項の規定による

環境負荷低減事業活動実施計画の変更の届出
の受理

　　　　エ　食料システム法第20条第３項の規定による
環境負荷低減事業活動実施計画の取消し

　　　　オ　食料システム法第46条第１項の規定による
報告の徴収（アからエまでの事項に係るもの
に限る。）

　　　エ　森林病害虫等防除法に基づく次に掲げる事項
　　　　ア　森林病害虫等防除法第５条第１項の規定に

より行う同法第３条第１項各号に掲げる命令
　　　　イ　森林病害虫等防除法第５条第２項の規定に

よる特別伐倒駆除の命令
　　　　ウ　森林病害虫等防除法第５条第３項の規定に

よる補完伐倒駆除の命令
　　　　エ　森林病害虫等防除法第５条第４項において

準用する同法第４条第２項の規定による駆除
措置に要した費用の徴収

　　　オ　森林法及び森林法施行規則に基づく次に掲げ
る事項

　　　　ア　森林法第10条の６第１項の規定による計画
を変更すべき旨の通知

　　　　イ　森林法第10条の６第４項において準用する
同法第10条の５第７項及び第８項の規定によ
る計画変更の協議及び変更計画書の写しの受
理

　　　　ウ　森林法第25条の２第１項及び第２項の規定
による保安林の指定

　　　　エ　森林法第25条の２第３項（同法第26条の２
第３項において準用する場合を含む。）の規
定による京都府森林審議会への諮問

　　　　オ　森林法第26条の２第１項、第２項及び第４
項の規定による保安林の指定の解除及び農林
水産大臣との協議

　　　　カ　森林法第30条（同法第33条の３及び第44条
において準用する場合を含む。）の規定によ
る通知の内容の掲示等及び通知

　　　　キ　森林法第30条の２（同法第33条の３におい
て準用する場合を含む。）の規定による保安
林予定森林の所在場所等の掲示等及び通知

　　　　ク　森林法第31条（同法第44条において準用す
る場合を含む。）の規定による行為の禁止

　　　　ケ　森林法第33条第３項（同条第６項並びに同
法第33条の３及び第44条において準用する場
合を含む。）の規定による処分の内容の通知

　　　　コ　森林法第33条の２第１項の規定による指定

る勧告
　　　　オ　水産流通適正化法第７条第３項の規定によ

る命令
　　　　カ　水産流通適正化法第12条第１項の規定によ

る報告の徴収等及び立入検査
　　　　キ　特定水産動植物等の国内流通の適正化等に

関する法律第13条第２項の規定により都道府
県が処理する事務に関する政令第３項、第５
項及び第６項の規定による報告

　　　ス　小型漁船の総トン数の測度に関する政令（昭
和28年政令第259号）第１条第１項の規定によ
る小型漁船の総トン数の測度

　　　セ　請負工事の完成検査及び中間検査（本庁で特
に検査員を派遣する場合を除く。）

　　　ソ　請負工事の中止期間が１月以内の中止及びそ
の解除

　　　タ　請負工事の完成期限の３月以内の延期の承認
（再延期に係るものを除く。）

　　　チ　補助金等の交付等に関する事務で知事が別に
定めるもの

　　　ツ　京都府水産事務所長に権限が委任された事
項、京都府水産事務所長が専行することとされ
た事項等に係る告示及び公告

　　⑻　京都府京都林務事務所の長
　　　ア　鳥獣保護管理法に基づく次に掲げる事項
　　　　ア　鳥獣保護管理法第39条第１項の規定による

狩猟免許の交付
　　　　イ　鳥獣保護管理法第43条の規定による狩猟免

状の交付
　　　　ウ　鳥獣保護管理法第46条第２項の規定による

狩猟免状の再交付
　　　　エ　鳥獣保護管理法第54条の規定により返納さ

れる狩猟免状の受領
　　　　オ　鳥獣保護管理法第55条第１項の規定による

狩猟者の登録
　　　　カ　鳥獣保護管理法第60条の規定による狩猟者

登録証及び狩猟者記章の交付
　　　　キ　鳥獣保護管理法第61条第１項の規定による

狩猟者登録の変更登録
　　　　ク　鳥獣保護管理法第61条第５項の規定による

狩猟者登録証及び狩猟者記章の再交付
　　　　ケ　鳥獣保護管理法第65条の規定により返納さ

れる狩猟者登録証及び狩猟者記章の受領
　　　　コ　鳥獣保護管理法第66条の規定による狩猟の

結果の報告の受理
　　　イ　鳥獣保護管理規則に基づく次に掲げる事項
　　　　ア　鳥獣保護管理規則第50条の規定による狩猟

免状の亡失の届出の受理
　　　　イ　鳥獣保護管理規則第65条第10項の規定によ

る狩猟者登録証及び狩猟者記章の亡失の届出
の受理

　　　　ウ　鳥獣保護管理規則第65条第12項の規定によ
り返納される狩猟者登録証及び狩猟者記章の
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の変更の認定
　　　　キ　政令第４条第３項の規定による合理化計画

の認定の取消し
　　　ク　木材の安定供給の確保に関する特別措置法に

基づく次に掲げる事項
　　　　ア　木材の安定供給の確保に関する特別措置法

第４条第１項の規定による事業計画の認定
　　　　イ　木材の安定供給の確保に関する特別措置法

第５条第１項の規定による事業計画の変更の
認定

　　　　ウ　木材の安定供給の確保に関する特別措置法
第５条第２項の規定による認定の取消し

　　　ケ　京都府豊かな緑を守る条例（以下この号にお
いて「緑条例」という。）に基づく次に掲げる
事項

　　　　ア　緑条例第７条第１項（同条第８項において
準用する場合を含む。）の規定による森林利
用保全重点区域の指定等

　　　　イ　緑条例第７条第６項（同条第８項及び緑条
例第８条第５項において準用する場合を含
む。）の規定による公聴会の開催

　　　　ウ　緑条例第８条第１項の規定による森林利用
保全計画の策定等

　　　　エ　緑条例第34条第１項の規定による土砂搬入
禁止区域の指定

　　　　オ　緑条例第34条第２項の規定による土砂搬入
禁止区域の指定期間の延長

　　　　カ　緑条例第34条第６項の規定による土砂搬入
禁止区域の明示

　　　　キ　緑条例第36条第１項の規定による土砂搬入
禁止区域の指定の解除

　　　　ク　緑条例第38条第１項の規定による立入検査
（アからキまでの事項に係るものに限る。）

　　　コ　請負工事の完成検査及び中間検査（本庁で特
に検査員を派遣する場合を除く。）

　　　サ　請負工事の中止期間が１月以内の中止及びそ
の解除

　　　シ　請負工事の完成期限の３月以内の延期の承認
（再延期を含まない。）

　　　ス　法令に基づく各種の監視員、調査員、幹事、
書記その他これらに準じる職務に係る任免並び
に委嘱及び解嘱並びに身分証明書の作成及び交
付

　　　セ　補助金等の交付等に関する事務で知事が別に
定めるもの

　　　ソ　京都府京都林務事務所長に権限が委任された
事項、京都府京都林務事務所長が専行すること
とされた事項等に係る告示及び公告

　　第３条第４号の次に次の１号を加える。
　　⑸　京都府計量検定所の長
　　　ア　特定計量器使用者、特定計量器修理事業者、

特定計量器販売等事業者、計量証明事業者及び
適正計量管理事業所の届出の受理

施業要件の変更
　　　　サ　森林法第39条の２第１項の規定による保安

林台帳の調製及び保管
　　　　シ　森林法第46条の２の規定による保安施設地

区台帳の調製及び保管
　　　　ス　森林法第189条の規定による通知及び命令

の内容の掲示（通知にあつてはカ、キ、ケ及
びセに係るものに、命令にあつては京都府広
域振興局の長等に権限を委任する規則第２条
第12項第１号に掲げるもののうちイ及びカか
らサまでに係るものに限る。）

　　　　セ　森林法施行規則第50条第１項の規定による
禁止の掲示等及び書面の送付

　　　カ　林業種苗法及び林業種苗法施行令に基づく次
に掲げる事項

　　　　ア　林業種苗法第５条第１項（同法第９条第４
項において準用する場合を含む。）の規定に
よる指定及び指定の解除の公示及び通知

　　　　イ　林業種苗法第10条第１項の規定による生産
事業者の登録

　　　　ウ　林業種苗法第11条の規定による講習会の開
催及び修了証明書の交付

　　　　エ　林業種苗法第12条第１項の規定による登録
証の交付

　　　　オ　林業種苗法第13条の規定による登録証の書
換え交付及び再交付並びに登録の変更及び廃
止の届出の受理

　　　　カ　林業種苗法第14条第２項の規定により返納
される登録証の受領

　　　　キ　林業種苗法第15条第１項及び第３項の規定
による登録の取消し及び返納される登録証の
受領

　　　　ク　林業種苗法第20条第２項の規定による種苗
の証明

　　　　ケ　林業種苗法施行令第５条第１項及び第２項
の規定による通知

　　　キ　林業経営基盤の強化等の促進のための資金の
融通等に関する暫定措置法（以下この号におい
て「法」という。）及び林業経営基盤の強化等
の促進のための資金の融通等に関する暫定措置
法施行令（以下この号において「政令」という。）
に基づく次に掲げる事項

　　　　ア　法第３条第１項の規定による林業経営改善
計画の認定

　　　　イ　法第４条第１項及び第２項の規定による合
理化計画の認定

　　　　ウ　法第10条の規定による森林所有権の移転等
のあつせん

　　　　エ　政令第１条第１項の規定による林業経営改
善計画の変更の認定

　　　　オ　政令第１条第３項の規定による林業経営改
善計画の認定の取消し

　　　　カ　政令第４条第１項の規定による合理化計画
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総務部 山田智樹
条例の立案、府税、自治振興、
入札、資産及び各部局間の調整
に関する事項

松浦快仁 財政に関する事項

総合政策環
境部

石澤雄一
府政の企画立案、地域振興の推
進及び総合的な調整に関する事
項

西村敏弘 デジタル政策の推進に関する事
項

文化生活部 川﨑浩孝 部の総合的な調整、スポーツ振
興及び文教に関する事項

田中圭一 文化振興に関する事項

西村美紀 府民生活及び男女共同参画に関
する事項

健康福祉部 山本哲也 部の総合的な調整に関する事項

安原孝啓 地域包括ケアに関する事項

東江赳欣 こども・子育て及び社会福祉に
関する事項

十倉孝之 健康に関する事項

商工労働観
光部

玉木利忠 部の総合的な調整に関する事項

山本太郎 産業創造に関する事項

河島幸一 労働に関する事項

野口礼子 観光に関する事項

農林水産部 荻　安彦 農林水産業の振興に関する事項

建設交通部 白波瀬衛 部の総合的な調整、基盤整備及
び交通に関する事項

曽和良広 水資源及び上下水道に関する事
項

２　技監の掌理事務

部 氏　名 掌　理　事　務

総合政策環
境部 笠原淳史 環境及びエネルギー技術に関す

る事項

農林水産部 青山義久 農山漁村地域の振興に関する事
項

建設交通部 林　龍夫 土木技術に関する事項

西村祥一 都市基盤、住宅及び建築技術に
関する事項

３　前２項に掲げる事務のほか、特に命じられた事務を
併せて掌理するものとする。

　令和６年４月１日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

　　　イ　特定計量器製造事業者の届出の進達及び指定
に係る検査

　　　ウ　特定計量器の検定、装置検査、定期検査、計
量証明検査及び基準器検査

　　　エ　計量証明事業に係る次に掲げる事務
　　　　ア　登録及び登録の取消し
　　　　イ　事業廃止による登録の消除
　　　　ウ　登録証の訂正、再交付及び返納
　　　オ　適正計量管理事業所（国の事業所以外の事業

所に限る。）の指定及び検査
　　　カ　計量法（平成４年法律第51号）に基づく報告

の徴収及び立入検査等
　　　キ　計量器等の提出命令
　　　ク　定期検査済証印、検定証印、装置検査証印、

頭部検査証印、基準器検査証印、計量証明検査
済証印及び消印の交付申請及び返納

　　　ケ　軽易な事件の各種証明書の交付
　　第３条中第16号を削り、第17号を第16号とし、同号

の次に次の１号を加える。
　　⒄　京都府自転車競技事務所の長
　　　ア　競輪の開催地における繰替払及び使用料等の

収入命令並びに競輪の開催に必要とする経済的
経費の支出命令

　　　イ　１件30万円未満の物品の買入れ、修繕及び印
刷並びに１件20万円未満の物品の売払い及び棄
却

　　　ウ　報酬、旅費等に係る支出命令
　　　エ　期間が１年以内の競輪場の使用の許可及びそ

の取消し

　　　附　則

　この訓令は、令和６年４月１日から施行する。

京都府訓令第６号

本　　庁　
地方機関　

　京都府組織規程（昭和30年京都府規則第32号）第125
条の規定により、副部長及び技監の掌理する事務を次の
ように定める。
　なお、副部長及び技監の掌理する事務を定めた訓令
（令和５年京都府訓令第８号）は、廃止する。
１　副部長の掌理事務

部 氏　名 掌　理　事　務

危機管理部 坂根久尚 危機管理に関する事項

松村弘毅 部の総合的な調整に関する事項
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課出納員」に改める。
２　京都府会計規則第２条第２号の規定による公所を指

定した告示（昭和55年京都府告示第290号）の一部を
次のように改正する。

　　「京都府立植物園　　　　　
を

「京都府立京都学・
　　　京都府立京都学・歴彩館」　　京都府立植物園
　歴彩館
　　　　」

に改める。

３　地方自治法第171条第４項の規定により会計管理者
の事務の一部を再委任した告示（平成28年京都府告示
第220号）の一部を次のように改正する。

　　表健康福祉部家庭支援課出納員の項中「健康福祉部
家庭支援課出納員」を「健康福祉部家庭・青少年支援
課出納員」に、「健康福祉部家庭支援課金銭分任出納
員」を「健康福祉部家庭・青少年支援課金銭分任出納
員」に改める。

府　　議　　会

京都府議会訓令第１号

　京都府議会事務局規程の一部を改正する訓令を次のよ
うに定める。

　　令和６年４月１日
　　　　京都府議会議長　石　田　　宗　久

京都府議会事務局規程の一部を改正する訓令

　京都府議会事務局規程（昭和39年３月31日）の一部を
次のように改正する。
　第２条第２項及び第４項中「専門幹」の右に「、事務
指導員」を加える。
　第４条第９項中「主査」を「事務指導員、主査」に改める。

　　　附　則

　この訓令は、令和６年４月１日から施行する。

京都府訓令第７号

本　　庁　

　京都府高齢化対策推進本部規程の一部を改正する訓令
を次のように定める。

　　令和６年４月１日
　　　　京都府知事　西　脇　　隆　俊

京都府高齢化対策推進本部規程の一部を改正する
訓令

　京都府高齢化対策推進本部規程（昭和63年京都府訓令
第13号）の一部を次のように改正する。
　

別表第２中「こども・青少年総合対策室長」を
「こど

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　家庭
も・子育て総合支援室長
・青少年支援課長　　　」

に、「ものづくり振興課長」

を「産業振興課長」に改める。

　　　附　則

　この訓令は、令和６年４月１日から施行する。

　告　　　　示　

京都府告示第155号

　地方自治法第171条第４項の規定により会計管理者が
出納員に事務を委任した告示等の一部を次のように改正
する。

　　令和６年４月１日
　　　　京都府知事　西　脇　　隆　俊

１　地方自治法第171条第４項の規定により会計管理者
が出納員に事務を委任した告示（昭和39年京都府告示
第144号）の一部を次のように改正する。

　　表健康福祉部家庭支援課出納員の項中「健康福祉部
家庭支援課出納員」を「健康福祉部家庭・青少年支援

公　営　企　業

　京都府公営企業の組織等に関する規程等の一部を改正する規程を次のように定める。

　　令和６年４月１日
　　　　京都府知事　西　脇　　隆　俊
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京都府公営企業管理規程第１号

京都府公営企業の組織等に関する規程等の一部を改正する規程

（京都府公営企業の組織等に関する規程の一部改正）
第１条　京都府公営企業の組織等に関する規程（昭和39年京都府公営企業管理規程第１号）の一部を次のように改正する。
　　第２条第２項中「公営企画課、建設整備課及び水環境対策課」を「公営企業経営課、水道政策課及び下水道政策課」

に改め、同条第８項の表中洛西浄化センターの項を削る。
　　第４条の見出し及び本文中「公営企画課」を「公営企業経営課」に改め、同条第１号中「及び工業用水道事業」を

「、工業用水道事業及び流域下水道事業」に改め、同条第３号中「及び京都府公営企業管理事務所」を「、京都府公
営企業管理事務所及び京都府流域下水道事務所」に改め、同条第９号中「及び工業用水道事業経営」を「、工業用水
道事業及び流域下水道事業経営」に改める。

　　第５条の見出し及び本文中「建設整備課」を「水道政策課」に改める。
　　第６条の見出し及び本文中「水環境対策課」を「下水道政策課」に改め、同条第１号から第９号まで及び第16号を

削り、第10号から第15号までを９号ずつ繰り上げる。
　　第11条の表専門幹の項の次に次のように加える。

事務指導員 課 上司の命を受けて事務に関する担任の
事務を処理する。

　　第13条の表専門幹の項の次に次のように加える。

事務指導員 所 上司の命を受けて事務に関する担任の
事務を処理する。

（京都府公営企業処務規程の一部改正）
第２条　京都府公営企業処務規程（昭和39年京都府公営企業管理規程第２号）の一部を次のように改正する。
　　第３条第１号中「公営企画課、建設整備課及び水環境対策課」を「公営企業経営課、水道政策課及び下水道政策課」に、

「次号から第11号まで」を「次号から第14号まで」に改め、同条第17号中「公営企画課長及び水環境対策課長」を「公
営企業経営課長」に改め、同条第30号中「国庫委託金」の右に「並びに一般会計繰入金」を加える。

　　第３条の３第２項中「公営企画課、建設整備課及び水環境対策課」を「公営企業経営課、水道政策課及び下水道政
策課」に改める。

　　第６条第１項中「公営企画課」を「公営企業経営課」に改め、同項第１号中「公営企画課及び建設整備課」を「公
営企業経営課、水道政策課及び下水道政策課」に改め、同項第５号中「（京都府流域下水道事務所及び浄化センター
を除く。第８号において同じ。）」を削り、同号中「同号」を「第８号」に改め、同項第９号から第11号までの規定中
「及び工業用水道事業」を「、工業用水道事業及び流域下水道事業」に改め、同条第２項中「建設整備課」を「水道
政策課」に改め、同条第３項中「水環境対策課」を「下水道政策課」に改め、同項第１号から第11号までを削り、同
項第12号から第14号までを11号ずつ繰り上げ、同項第３号の次に次の１号を加える。

　　⑷　１件の金額が２億円未満の流域下水道工事の検査命令
（京都府公営企業に従事する企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程の一部改正）
第３条　京都府公営企業に従事する企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程（昭和39年京都府公営企業管理規程

第４号）の一部を次のように改正する。
　　第２条中第16号を第17号とし、第７号から第15号までを１号ずつ繰り下げ、第６号の次に次の１号を加える。
　　⑺　在宅勤務等手当
　　第４条第１項第11号中「水環境対策課」を「下水道政策課」に改める。
　　別表中「公営企画課長」を「公営企業経営課長」に、「水環境対策課長」を「下水道政策課長」に、「建設整備課長」

を「水道政策課長」に改める。
　　別表水質管理センター所長の項を次のように改める。

水質管理センター所長 6,000 5,000
50,200 38,500

3,000 2,500

（京都府公営企業公印規程の一部改正）
第４条　京都府公営企業公印規程（昭和39年京都府公営企業管理規程第10号）の一部を次のように改正する。
　　第２条第１項中「別表第１及び別表第２」を「別表」に改め、同条第２項中「かい書」を「楷書」に改める。
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　　第３条第１項中「別表第１に掲げる公印については公営企画課」を「公営企業経営課」に改め、同項中「別表第２
に掲げる公印については水環境対策課において行い、」を削り、同条第２項中「前項に規定する公印に関する事務を
総括する課の課長」を「公営企業経営課長」に改める。

　　別表第２を削り、別表第１を次のように改める。

別表（第２条、第４条関係）

（京都府公営企業職員被服貸与規程の一部改正）
第５条　京都府公営企業職員被服貸与規程（昭和44年京都府公営企業管理規程第２号）の一部を次のように改正する。
　　第３条中「電気事業、水道事業及び工業用水道事業を所掌する公営企画課長並びに流域下水道事業を所掌する水環
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境対策課長並びに」を「本庁にあっては公営企業経営課長を、」に、「あつては」を「あっては」に改める。
　　別表を次のように改める。

別表（第２条関係）
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（京都府公営企業会計規程の一部改正）
第６条　京都府公営企業会計規程（昭和47年京都府公営企業管理規程第９号）の一部を次のように改正する。
　　第１条中「及び工業用水道事業」を「、工業用水道事業及び流域下水道事業」に改める。
　　第７条の４を第７条の５とし、第７条の３を第７条の４とし、第７条の２の次に次の１条を加える。
　（報告セグメントの区分）
　第７条の３　流域下水道事業会計における府令第40条第１項に規定する報告セグメントの区分は、次のとおりとする。
　　⑴　桂川右岸流域（雨水）
　　⑵　桂川右岸流域（汚水）
　　⑶　木津川流域
　　⑷　宮津湾流域
　　⑸　木津川上流流域
　　第99条第１項中「公所」の右に「（京都府流域下水道事務所を除く。）」を、「公所長」の右に「（京都府流域下水道

事務所長を除く。以下この条において同じ。）」を加える。
　　第109条中「および工事用水道事業」を「、工業用水道事業及び流域下水道事業」に改める。
　　第111条第１項中「及び工業用水道事業会計」を「、工業用水道事業会計及び流域下水道事業会計」に、「あん分率

であん分」を「按分率で按分」に改める。
　　第112条中「施行令第21条の14第１項第１号」を「施行令第21条の13第１項第１号」に、「施行令第21条の14第１項

第３号」を「同項第３号」に、「施行令第21条の15」を「施行令第21条の14」に改める。
　　別表第１中「公営企画課参事」を「公営企業経営課参事」に改め、同表に次のように加える。

　　別表第２電気事業会計勘定科目表の９電気事業費用の表中
　「

」
　を
　「

」
　に改める。
　　別表第２水道事業会計勘定科目表の９水道事業費用の表中
　「

」
　を
　「

」
　に改める。
　　別表第２工業用水道事業会計勘定科目表の９工業用水道事業費用の表中
　「

」
　を
　「

」

　に改める。
　　別表第２工業用水道事業会計勘定科目表の次に次のように加える。
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　　流域下水道事業会計勘定科目表
　　（　）を付して区分することがある。
　　資産
　１　固定資産
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　２　流動資産
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　　負債
　３　固定負債
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　４　流動負債
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　５　繰延収益
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　　資本
　６　資本金

　７　剰余金
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　　収益
　８　流域下水道事業収益
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　　費用
　９　流域下水道事業費用
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　　別表第３工業用水道事業貯蔵品名鑑の次に次のように加える。

　　流域下水道事業貯蔵品名鑑
（目）材料
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（目）消耗工具、器具備品
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（目）消耗品
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（目）貯蔵量水器

（京都府水道事業の用に供する電気工作物保安規程の一部改正）
第７条　京都府水道事業の用に供する電気工作物保安規程（昭和62年京都府公営企業管理規程第４号）の一部を次のよ

うに改正する。
　　第４条中「建設整備課」を「水道政策課」に改める。
　　別表第１中「公営企画課」を「公営企業経営課」に、「建設整備課」を「水道政策課」に改める。
　　別表第２中「建設整備課」を「水道政策課」に改める。
（京都府電気事業の用に供する電気工作物保安規程の一部改正）
第８条　京都府電気事業の用に供する電気工作物保安規程（昭和62年京都府公営企業管理規程第５号）の一部を次のよ

うに改正する。
　　第４条第１項中「建設整備課」を「水道政策課」に改め、同条第２項中「前項の」を「同項の」に改める。
　　別表第１中「公営企画課」を「公営企業経営課」に、「建設整備課」を「水道政策課」に改める。
　　別表第２中「建設整備課」を「水道政策課」に改める。
（京都府工業用水道事業の用に供する電気工作物保安規程の一部改正）
第９条　京都府工業用水道事業の用に供する電気工作物保安規程（昭和62年京都府公営企業管理規程第６号）の一部を
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人　事　委　員　会

　職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規
則をここに公布する。

　　令和６年４月１日
　　　　京都府人事委員会
　　　　　委員長　坂　田　　　　均

京都府人事委員会規則106―827

職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正す
る規則

　職員の特殊勤務手当に関する規則（京都府人事委員会
規則６―３）の一部を次のように改正する。
　第12条第１項第15号中「水環境対策課」を「下水道政
策課」に改める。

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

　職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則
をここに公布する。

　　令和６年４月１日
　　　　京都府人事委員会
　　　　　委員長　坂　田　　　　均

教　育　委　員　会

　京都府教育委員会基本規則の一部を改正する規則をこ
こに公布する。

　　令和６年４月１日
京都府教育委員会　　　　　　　

教育長　前　川　　明　範　　

京都府教育委員会規則第１号

京都府教育委員会基本規則の一部を改正する規則

　京都府教育委員会基本規則（昭和24年京都府教育委員
会規則第１号）の一部を次のように改正する。
　第21条の３第１項及び第９項中「文化財専門技術員」
の右に「、事務指導員、技術指導員」を加える。
　第21条の５第１項及び第５項中「人事主事」の右に「、
事務指導員、技術指導員」を加える。
　第23条の８第１項中「専門幹」の右に「、事務指導員、
技術指導員」を加え、同条第６項中「主査」を「事務指
導員、技術指導員、主査」に改める。
　第23条の11第１項及び第４項中「資料主任」の右に「、
事務指導員、技術指導員」を加える。
　第23条の14第１項中「専門幹」の右に「、事務指導員、
技術指導員」を加え、同条第５項中「主査」を「事務指
導員、技術指導員、主査」に改める。

　　　附　則

　この規則は、令和６年４月１日から施行する。

次のように改正する。
　　第４条中「建設整備課」を「水道政策課」に改める。
　　別表第１中「公営企画課」を「公営企業経営課」に、「建設整備課」を「水道政策課」に改める。
　　別表第２中「建設整備課」を「水道政策課」に改める。
（京都府行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規程の一部改正）
第10条　京都府行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規程（平成17年京都府公営企業管理規程第
６号）の一部を次のように改正する。

　　第７条中「磁気ディスク（これに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。）」を
「電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。）」に改める。

（京都府流域下水道事業会計規程の廃止）
第11条　京都府流域下水道事業会計規程（平成31年京都府公営企業管理規程第２号）は、廃止する。

　　　附　則

　この規程は、令和６年４月１日から施行する。
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「
所長（宇治茶部長） ４種

」
を
「

所長（宇治茶部長） ４種（任命権者が人事委員会
と協議して定める場合にあつ
ては、３種）

」
に、
「

生物資源研究センタ 
ー

所長 ４種

部長 ６種
」

を
「

生物資源研究センタ 
ー

所長 ４種

」
に改める。
　別表第２行政職給料表の８級の項中
「
３種 95,900円 79,800円

」
を
「
３種 95,900円 79,800円

４種 86,300円 71,800円
」

に改める。

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

　職員の公益的法人等への派遣等に関する規則の一部を
改正する規則をここに公布する。

　　令和６年４月１日
　　　　京都府人事委員会
　　　　　委員長　坂　田　　　　均

京都府人事委員会規則115―35

職員の公益的法人等への派遣等に関する規則の一
部を改正する規則

　職員の公益的法人等への派遣等に関する規則（京都府
人事委員会規則15―２）の一部を次のように改正する。
　別表第１一般社団法人又は一般財団法人の項中

京都府人事委員会規則106―828

職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する
規則

　職員の管理職手当に関する規則（京都府人事委員会規
則６―54）の一部を次のように改正する。
　別表第１知事の本庁の項中「人権啓発推進室長」を
「人権啓発推進室長
　副危機管理監　　」

に、「こども・青少年総合対策室

長」を「こども・子育て総合支援室長」に改め、同表知
事の自転車競技事務所の項を削り、同表知事の広域振興
局の項中「（地域づくり振興課参事を除く。）」及び
「

地域づくり振興課参事 ８種
」

を削り、
「

東京事務所 所長 １種

副所長 ６種
」

を
「

東京事務所 所長 １種

副所長 ６種

自転車競技事務所 所長 ２種

次長 ６種
」

に改め、同表知事の京都学・歴彩館の項中「参事」を削
り、同表知事の中小企業技術センターの項中
「

課長 ６種

けいはんな分室 分室長 ６種
」

を
「

課長 ６種
」

に改め、同表知事の農林水産技術センターの項中
「

森林技術センター
（森林部）

所長（森林部長） ４種

」
を
「

森林技術センター
（森林部）

所長（森林部長） ４種

次長 ６種
」

に、
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「
一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振興社

」
を
「

一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振興社

一般社団法人京都府木材組合連合会
」

に改める。

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。


